
規

則 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
八
十
一
号 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

第
四
十
四
条
の
表
二
十
七
の
七
号
中
「
第
七
十
二
条
の
四
十
六
第
五
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の 

四
十
六
第
六
項
」
に
、
「
第
七
十
二
条
の
四
十
七
第
四
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
十
七
第
五
項
」 

に
改
め
、
同
表
二
十
七
の
九
号
中
「
第
七
十
二
条
の
四
十
六
第
五
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
十 

六
第
六
項
」
に
改
め
、
同
表
四
十
八
号
中
「
第
七
十
四
条
の
二
十
三
第
五
項
」
を
「
第
七
十
四
条 

の
二
十
三
第
六
項
」
に
、
「
第
七
十
四
条
の
二
十
四
第
四
項
」
を
「
第
七
十
四
条
の
二
十
四
第
五

項
」
に
、
「
第
九
十
条
第
五
項
」
を
「
第
九
十
条
第
六
項
」
に
、
「
第
九
十
一
条
第
四
項
」
を
「
第

九
十
一
条
第
五
項
」
に
、
「
第
百
四
十
四
条
の
四
十
七
第
五
項
」
を
「
第
百
四
十
四
条
の
四
十
七

第
六
項
」
に
、
「
第
百
四
十
四
条
の
四
十
八
第
四
項
」
を
「
第
百
四
十
四
条
の
四
十
八
第
五
項
」 

に
改
め
、
同
表
四
十
八
の
二
号
中
「
第
七
十
四
条
の
二
十
三
第
五
項
」
を
「
第
七
十
四
条
の
二
十 

三
第
六
項
」
に
、
「
第
九
十
条
第
五
項
」
を
「
第
九
十
条
第
六
項
」
に
、
「
第
百
四
十
四
条
の
四 

十
七
第
五
項
」
を
「
第
百
四
十
四
条
の
四
十
七
第
六
項
」
に
改
め
、
同
表
六
十
四
の
四
号
中
「
第 

百
三
十
二
条
第
五
項
及
び
第
百
三
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
百
三
十
二
条
第
六
項
及
び
第
百
三
十 

三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
表
八
十
号
中
「
第
七
十
一
条
の
十
四
第
五
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の 

十
四
第
六
項
」
に
、
「
第
七
十
一
条
の
十
五
第
四
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
十
五
第
五
項
」
に
改 

め
、
同
表
八
十
の
二
号
中
「
第
七
十
一
条
の
十
四
第
五
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
十
四
第
六
項
」 

に
改
め
、
同
表
八
十
の
三
号
中
「
第
七
十
一
条
の
三
十
五
第
六
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
三
十
五 

第
七
項
」
に
、
「
第
七
十
一
条
の
三
十
六
第
四
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
三
十
六
第
五
項
」
に
改 

め
、
同
表
八
十
の
四
号
中
「
第
七
十
一
条
の
三
十
五
第
六
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
三
十
五
第
七 

項
」
に
改
め
、
同
表
八
十
の
五
号
中
「
第
七
十
一
条
の
三
十
五
第
六
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
三 

十
五
第
七
項
」
に
、
「
第
七
十
一
条
の
三
十
六
第
四
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
三
十
六
第
五
項
」

に
、
「
第
七
十
一
条
の
五
十
五
第
六
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
五
十
五
第
七
項
」
に
、
「
第
七
十 



一
条
の
五
十
六
第
四
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
五
十
六
第
五
項
」
に
改
め
、
同
表
八
十
の
六
号
中 

「
第
七
十
一
条
の
三
十
五
第
六
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
三
十
五
第
七
項
」
に
、
「
第
七
十
一
条

の
五
十
五
第
六
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
五
十
五
第
七
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

               
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

を
削
る
。 

 

別
記
様
式
第
六
号
の
三
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

 

別
記
様
式
第
九
号
中 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 

相
続

人
 

 

代
表

者
 

個
人
番
号

 

氏
 

 
名

 

住
 

 
所

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（
被
相
続
人
と
の

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
㊞

 
 

 
 

続
柄
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

相
続

人
 

 

代
表

者
 

氏
 

 
名

 

住
 

 
所

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
（
被
相
続
人
と

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
㊞

 
 

の
続
柄
）

 
 

 
 

 
 

 

 

 

地
方
税
法
第
９
条
第
２
項
に
規

定
す
る
相
続
分

 

個
人

番
号

 
 

地
方
税
法
第

 

定
す
る
相
続

 

法
人

 
（

法
人

の
 

 

備
考

 
裏
面
に
は
、
こ
の
通
知
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
救
済
の
方
法
及
び
取
消
訴
訟
を

行
う
場
合
の
被
告
と
す
べ
き
者
、
出
訴
期
間
等
を
記
載
し
、
交
付
す
る
こ
と
。

 

 
地
方
税
法
第

 
 
条

 
 
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
納
税
者
（
特
別

 

次
納
税
義
務
者

(
保
証
人

)
と
し
て
、
同
人
の
滞
納
金
額
の
う
ち
、
下
記

 

れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
納
付

(
入

)
の
期
限
ま
で
に
納
付

(
入

 

」 

「 

別
記
様
式
第
六
号
の
二
中 

を 」 

に
、 

」 

を 

「 

９
条
第
２
項
に
規
 

分
 

番
号

 
場

合
の

み
）
 

 

「 

」 

に
改
め
、
同
様
式
の
記
載
上
の
注
意
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
、
個
人
番
号
欄
に
は
法
人
番
号
を

 

徴
収
義
務
者
）
の
第
二

 

の
金
額
を
納
付
し
な
け

 

 
)
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 

 」 

 
あ
な
た
は
、
下
記
の
納
税
者
（
特
別
徴
収
義
務
者
）
の
第
二
次

 

し
て
、
同
人
の
滞
納
金
額
の
う
ち
、
下
記
の
金
額
を
納
付
し
な
け

 

の
で
、
納
付
（
入
）
の
期
限
ま
で
に
納
付
（
入
）
し
て
く
だ
さ
い

 

 
地
方
税
法
第
１
１
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

 



  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

 

別
記
様
式
第
十
号
（
五
）
に
次
の
附
表
を
加
え
る
。 

納
税
義
務
者
（
保
証
人
）
と

 

れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た

 

。
 



 
 

 
 

 

 

自動車取得税・自動車税還付内訳書 

 通知番号 

 

 住所（所在地） 

 

 氏名（名称） 

 

 

番号 内訳番号 
課税

年度 
税目 登 録 番 号 

事業 

年度

等 

過誤納 

事 由 

正 当 額 還  付  額 還 付 

加算金 

(ロ) 

支払金額(ニ) 

(イ )＋ (ロ ) 税 額 延滞金 納付日 税 額 延滞金 計(イ) 

         ・ ・      

         
・ ・ 

     

         
・ ・ 

     

         
・ ・ 

     

         
・ ・ 

     

         
・ ・ 

     

         
・ ・ 

     

         
・ ・ 

     

合計               

別記様式第十号（五） 附表 



 

別
記
様
式
第
十
二
号
の
三
の
注
意
及
び
別
記
様
式
第
十
二
号
の
五
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。 

          

別
記
様
式
第
十
三
号
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
  

別
記
様
式
第
十
六
号
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                

別
記
様
式
第
二
十
七
号
の
七
中
「 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
控

除
額

 
 

 平
成

２
７

年
改

正
法

附
則

第
８

条
又

は
第

９
条

 

 

事
業

税
の

特
定

寄
附

金
税

 

平
成

２
７

年
改

正
法

附
則

第
８

条
又

は
平

成
２

８
年

改
正

法
附

 

 

注
意

 
こ
の
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
書
を
受

け
取
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
に
埼
玉
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
審
査
請
求
は
、
書
面
で
正
副
２
通
を
な
る
べ
く
県
税
事
務
所
を

経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
つ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
前
記
の
審
査
請
求
を
行
つ

た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
処

分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
つ
た
日
（
審
査
請
求
を
し
た
場
合
は
、

当
該
審
査
請
求
に
係
る
裁
決
の
送
達
を
受
け
た
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内

に
、
埼
玉
県
を
被
告
と
し
て
（
埼
玉
県
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
り
ま
す
。
）
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

注
意
１

 
担
保
さ
れ
る
県
税
の
徴
収
金
に
つ
い
て
、
滞
納
の
な
い
期
間
が
３
月
継
続
し
た
と
き

は
、
設
定
し
た
抵
当
権
を
解
除
し
ま
す
。

 

 
 
２

 
こ
の
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
書
を

受
け
取
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
に
埼
玉
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請

求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
審
査
請
求
は
、
書
面
で
正
副
２
通
を
な
る
べ
く
県
税
事

務
所
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
つ
て
く
だ
さ
い
。
処
分
の
取
消
し
の
訴
え

は
、
当
該
審
査
請
求
に
係
る
裁
決
の
送
達
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月

以
内
に
、
埼
玉
県
を
被
告
と
し
て
（
埼
玉
県
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
り
ま
す
。
）

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
前
記
の
審
査
請
求

に
対
す
る
裁
決
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
①
審
査
請
求
が
あ
つ
た
日
か
ら
３
か
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
、

②
処
分
、
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め

緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
、
③
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ

る
と
き
は
、
裁
決
を
経
な
い
で
も
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

 

」 

を

ks
 

「 

試
験

研
究

費
の

額
に

係
る

法
人

税
額

の
特

別
控

除
 

 

「 

備
考

 
裏
面
に
は
、
こ
の
通
知
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
救
済
の
方
法
及
び
取
消
訴
訟
を

行
う
場
合
の
被
告
と
す
べ
き
者
、
出
訴
期
間
等
を
記
載
し
、
交
付
す
る
こ
と
。

 



          
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    
 

 
 

に
改
め
る
。 

    

別
記
様
式
第
三
十
号
の
二
に
注
意
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

             

別
記
様
式
第
三
十
九
号
の
注
意
及
び
別
記
様
式
第
四
十
三
号
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

法
 
人

 
税

 
割

 
額

 
 

 
 

 
 

 
ア
又
は
イ

 
×

 
 

２
以
上
の
道
府
県
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
に
お

 

け
る

課
税

標
準
と

な
る

法
人
税

額
又
は

個
別

帰
属

法
人

税
額

 

課
税
標
準
と
な
る
法
人
税
額
又
は
個
別
帰
属
法
人
税
額
の
総
額

 

退
職

年
金

等
積

立
金

に
係

る
法

人
税

 

還
付

法
人

税
額

等
の

控
除

 

国
家

戦
略

特
別

区
域

に
お

い
て

機
械

等
 

取
得

し
た

場
合

等
の

法
人

税
額

の
特

別
控

除
 

 

  

     

 

注
意

 
こ
の
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
つ

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
に
埼
玉
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
審
査
請
求
は
、
書
面
で
正
副
２
通
を
な
る
べ
く
県
税
事
務
所
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ

と
に
よ
り
行
つ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
上
記
の
審
査
請
求
を
行
っ
た
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
処
分

の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
通
知
書
を

受
け
と
つ
た
日
（
審
査
請
求
を
し
た
場
合
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を

知
つ
た
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
、
埼
玉
県
を
被
告
と
し
て
（
埼
玉
県
知
事
が

被
告
の
代
表
者
と
な
り
ま
す
。）

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

 

額
控

除
額
 

則
第

５
条

の
控

除
額

 

  

 

 

に
、 

 

イ
 

ア
 

額
 

額
 

を
 

額
 

額
 

 

      
 

道
府

県
民

税
額

の
特

定
寄

附
金

税
額

控
除

額
 

法
 
人

 
税

 
割

 
額

 
 

 
 

 
 

 
ア
又
は
イ

 
×

 
  
 

1
00

 

２
以
上
の
道
府
県
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
に
お

 

け
る

課
税

標
準

と
な

る
法

人
税

額
又

は
個

別
帰

属
法

人
税

額
 

課
税
標
準
と
な
る
法
人
税
額
又
は
個
別
帰
属
法
人
税
額
の
総
額

 
ア

 

退
職

年
金

等
積

立
金

に
係

る
法

人
税

額
 

還
付

法
人

税
額

等
の

控
除

額
 

試
験

研
究

費
の

額
等

に
係

る
法

人
税

額
の

特
別

控
除

額
 

  

     

 
注
意

 
こ
の
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
書
を
受

け
取
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
に
埼
玉
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
審
査
請
求
は
、
書
面
で
正
副
２
通
を
な
る
べ
く
県
税
事
務
所
を

経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
つ
て
く
だ
さ
い
。
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
当
該

審
査
請
求
に
係
る
裁
決
の
送
達
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
、
埼

玉
県
を
被
告
と
し
て
（
埼
玉
県
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
り
ま
す
。
）
提
起
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
な
お
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
前
記
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を

経
た
後
で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
①
審
査
請

求
が
あ
つ
た
日
か
ら
３
か
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
、
②
処
分
、
処
分
の
執
行

又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
、

③
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
決
を
経
な
い
で

も
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

 

」 

」 

「 

イ
 

」 

  
 

1
00
 



          

別
記
様
式
第
四
十
四
号
の
二
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                

別
記
様
式
第
六
十
四
号
の
十
の
注
意
、
別
記
様
式
第
六
十
四
号
の
十
二
の
注
意
、
別
記
様
式
第

六
十
四
号
の
十
三
の
注
意
、
別
記
様
式
第
六
十
四
号
の
十
五
の
注
意
、
別
記
様
式
第
六
十
五
号
の

三
の
三
の
注
意
、
別
記
様
式
第
六
十
五
号
の
三
の
四
の
注
意
及
び
別
記
様
式
第
六
十
六
号
の
注
意

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     

注
意

 
こ
の
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
書
を
受

け
取
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
に
埼
玉
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
審
査
請
求
は
、
書
面
で
正
副
２
通
を
な
る
べ
く
県
税
事
務
所
を

経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
つ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
前
記
の
審
査
請
求
を
行
つ

た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

処
 

 注
意

 
こ
の
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
書
を
受

 

 注
意
１

 
指
定
し
た
納
期
限
ま
で
に
、
指
定
し
た
期
間
中
に
お
け
る
課
税
標
準
の
総
数
（
利
用

人
員
）
、
税
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
納
入
申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
２

 
こ
の
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
書
を

受
け
取
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
に
埼
玉
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請

求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
審
査
請
求
は
、
書
面
で
正
副
２
通
を
な
る
べ
く
県
税
事

務
所
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
つ
て
く
だ
さ
い
。
処
分
の
取
消
し
の
訴
え

は
、
当
該
審
査
請
求
に
係
る
裁
決
の
送
達
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月

以
内
に
、
埼
玉
県
を
被
告
と
し
て
（
埼
玉
県
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
り
ま
す
。
）

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
前
記
の
審
査
請
求

に
対
す
る
裁
決
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
①
審
査
請
求
が
あ
つ
た
日
か
ら
３
か
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
、

②
処
分
、
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め

緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
、
③
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ

る
と
き
は
、
裁
決
を
経
な
い
で
も
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

 

 

け
取
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
に
埼
玉
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
審
査
請
求
は
、
書
面
で
正
副
２
通
を
な
る
べ
く
県
税
事
務
所
を

経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
つ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
前
記
の
審
査
請
求
を
行
つ

た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
処

分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
つ
た
日
（
審
査
請
求
を
し
た
場
合
は
、

当
該
審
査
請
求
に
係
る
裁
決
の
送
達
を
受
け
た
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内

に
、
埼
玉
県
を
被
告
と
し
て
（
埼
玉
県
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
り
ま
す
。
）
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

 

 

 



     

別
記
様
式
第
七
十
四
号
に
注
意
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

          

別
記
様
式
第
八
十
二
号
の
注
意
、
別
記
様
式
第
八
十
六
号
の
注
意
及
び
別
記
様
式
第
九
十
号
の

注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

          
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
四
条
の
表
及
び
別
記
様
式
第

六
号
の
二
の
改
正
規
定
は
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
、
別
記
様
式
第
十
号
（
五
）
の
改
正

規
定
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
つ
た
日
（
審
査
請
求
を
し
た
場
合
は
、

当
該
審
査
請
求
に
係
る
裁
決
の
送
達
を
受
け
た
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内

に
、
埼
玉
県
を
被
告
と
し
て
（
埼
玉
県
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
り
ま
す
。
）
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

 

注
意

 
こ
の
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
書
を
受

け
取
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
に
埼
玉
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
審
査
請
求
は
、
書
面
で
正
副
２
通
を
な
る
べ
く
県
税
事
務
所
を

経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
つ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
前
記
の
審
査
請
求
を
行
つ

た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
処

分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
つ
た
日
（
審
査
請
求
を
し
た
場
合
は
、

当
該
審
査
請
求
に
係
る
裁
決
の
送
達
を
受
け
た
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内

に
、
埼
玉
県
を
被
告
と
し
て
（
埼
玉
県
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
り
ま
す
。
）
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

 注
意

 
こ
の
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
書
を
受

け
取
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
に
埼
玉
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
審
査
請
求
は
、
書
面
で
正
副
２
通
を
な
る
べ
く
県
税
事
務
所
を

経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
つ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
前
記
の
審
査
請
求
を
行
つ

た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
処

分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
通
知
書
を
受
け
取
つ
た
日
（
審
査
請
求
を
し
た
場
合
は
、

当
該
審
査
請
求
に
係
る
裁
決
の
送
達
を
受
け
た
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内

に
、
埼
玉
県
を
被
告
と
し
て
（
埼
玉
県
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
り
ま
す
。
）
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

 


